
第１節　組織と管理
１．会員の状況（表１-１参照）
　中央会の会員は、総合農協と県連合会によって構成されている。

　総合農協数は、平成25年度末では26ＪＡであったが、26年８月に「ＪＡ常陸」

が、27年２月に「ＪＡ新ひたち野」が、31年２月に「ＪＡなめがたしおさい」と「Ｊ

Ａ水郷つくば」が誕生し、17ＪＡとなった。

　県連合会数は令和元年度に「県施設農協連合会」が加入し７に、酪農協は平成

30年度に「茨城北酪農協」が脱退、准会員は令和元年度に「県畜産協会」が脱退

した。

表１-１　会員の内訳 （３月末）
年度

区分
平成

25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末 令和
元年度末 2年度末 3年度末

総合農協 26 20 20 20 20 17 17 17 17

酪 農 協   1   1   1   1   1   0   0   0   0

県連合会   6   6   6   6   6   6   7   7   7

准 会 員   1   1   1   1   1   1   0   0   0

計 34 28 28 28 28 24 24 24 24

①平成26年度の農協の減少は、「ＪＡ常陸（５ＪＡ）」「ＪＡ新ひたち野（３ＪＡ）」の合併による。
②平成30年度の農協の減少は、「ＪＡなめがたしおさい（２ＪＡ）」「ＪＡ水郷つくば（３ＪＡ）」の合併による。

２．役員の状況（表１-２参照）
　中央会の役員体制は、平成23年６月から会長は５連共通会長制（中央会・信連

経営管理委員会・厚生連経営管理委員会・全農茨城県本部運営委員会・全共連茨城

県本部運営委員会）、副会長は３連共通副会長制（中央会・信連経営管理委員会・

厚生連経営管理委員会）となった。

　理事は11名（うち学経専務理事１名を理事会選任）、監事は３名（代表監事は中

央会専任、常任監事は厚生連との兼務で、厚生連が常勤）である。

　その後、平成26年３月の臨時総会で、常務理事を置く定款変更があり、平成26

年６月改選時から常務が置かれたことで副会長は非常勤となり、中央会副会長専任

となった。

　また、同時期から女性理事１名（女性協）及び参与２名（青年連盟・フレッシュ

ミズ）が初めて選出された。

茨城県農業協同組合中央会
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　翌年、平成27年３月の臨時総会で、常務理事を廃止し専務２名体制の変更がな

され、その後、令和２年６月からは会長・専務・常務の三層体制に変更された。

表１-２　役員の変遷

任期
役員 平成23年6月28日～ 平成26年6月27日～ 平成29年6月28日～ 令和2年6月26日～

会長 加倉井豊邦 加倉井豊邦 佐野　　治 八木岡　努
副会長 根本　　脩 川上　好孝・佐野　　治 野上　昭雄・八木岡　努 風見　晴夫
専務理事 秋山　　豊 秋山　　豊 柴田　眞幸 深谷伊知郎

柴田　眞幸※H27年4月就任 深谷伊知郎
常務理事 柴田　眞幸 寺山　正史
理事 古矢　榮一 砂押　英明・野上　昭雄 田丸　　治・根本作左衛門 齊藤　　繁

鈴木　　博・青栁　初男 草間　正詔・塚本　治男 長峰　茂通 吉川　君男・古澤　　諭
猪瀬　正一・草間　正詔 中川　治美・棚谷　保男 岡本　秀男・富田　修一 井坂　英嗣・飯島　清光
砂押　英明 佐野　　治・大越　　實 塚本　治男 長峰　茂通
宇田　勝利 久保田惠一 棚谷　保男 富田　修一
野口　嘉徳 三保谷二郎・長峰　茂通 糸賀　一男 塚本　治男
中川　治美 岡本　秀男 風見　晴夫 池田　　正
大越　　實 風見　晴夫 八木岡　努 秋山　　豊
久保田惠一 白石　晴子 山﨑美栄子 原　　範子
横田伊佐夫

代表監事 大槻　義光・川上　好孝 金井　一夫・横田伊佐夫 久保田惠一・岡本　秀男 岡本　秀男
監事 大橋　弘之・藤田　恒雄 神田　　勝 吉川　君男 高橋　秀明
常任監事 林　　　薫 林　　　薫・河野　雅美 大和田岳二 大和田岳二

※注：同じ枠に、横に２名記載している場合は、途中で改選されていることを示す。

３．職員の状況（表１-３参照）
　正職員数については、３ヵ年計画により、平成25～27年度では60名体制、平

成28～30年度も60名体制、令和元年度～３年度は55名体制を計画し要員の体制

整備に取り組んできた結果、令和３年度末では52名となった。

　また、他からの出向者および嘱託・准職員数も平成24年度末の54名から、令和

３年度末では43名となり11名の減少となった。

表１-３職員数の推移 （単位：⼈）

種別
各年度末

職員数 他からの出向者及び
嘱託、准職員等 合計

男子 女子 計

平成 ２４年度 49   5 54 54 108

２５年度 52   7 59 66 125

２６年度 54   7 61 61 122

２７年度 52   8 60 53 113

２８年度 48   7 55 49 104

２９年度 44   8 52 60 112

３０年度 46   8 54 59 113

令和 元年度 41   9 50 51 101

２年度 42 10 52 47   99

３年度 42 10 52 43   95
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４．機構の変遷
（１）平成25年度の機構

①常勤役員体制

　会長・副会長・専務の（常勤）三層体制であった。

②職員体制

　統括部長のもと、５部（総務企画部・農政広報部・組織対策部・総合情報部・教

育経営部）と１センター（県域営農支援センター：営農対策室と農業経営対策室の

２室）並びに茨城県監査部（ＪＡ全中全国監査機構の直轄）であった。

平成25年度組織図
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（２）平成26年度の変更

＜４月変更＞

①職員体制の変更

１） 県域営農センターに、農業政策推進室を新設し、水田農業対策班を設置す

ることで、水田農業政策の積極的な支援を実施することとした。

２） 教育経営部と総合情報部を統合し経営情報部とし、一体的運営を図ること

とした。

３）なお、教育経営部から、教育部を独立させ、職員教育の強化を図った。

＜下期変更＞

①常勤役員体制

　平成25年度組織整備審議会の答申に基づき、中央会専任の副会長設置（非

常勤）と新たに常務理事を設置した。

②職員体制

　組織再編（合併）完遂に向けて、組織対策部と経営情報部を統合し、組織経

営対策部を設置した。

　また、組織経営対策部の中に、従来の経営対策及び総合情報対策を担う経営

情報対策室を設置した。

（３）平成27年度の変更

＜４月変更＞

①常勤役員体制

　役割・責任を明確化した専務２名体制を施行し、迅速な意思決定とＪＡ自己

改革の実践を図ることとした。

②職員体制

１）県域営農支援センターにマーケティング企画開発室を設置し４室とした。

　設置目的は、生協等との連携による安全・安心な販路拡大及び農産物の

企画開発研究活動（輸出を含む）を実施し、ＪＡ自己改革の実践を図るこ

とを目指した。

２）組織経営対策部の経営情報対策室を廃止した。

　◦組織・経営・情報分野の相互連携強化を図るため

３）ＪＡ大会の企画運営

　◦第27回茨城県ＪＡ大会の企画運営は、共通総合室が担当することとした。

４）外国⼈農業実習生茨城県ＪＡ連絡会の事務局の移管

　◦教育部（農村研修館）から県域営農支援センターに事務局機能を移管した。
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＜期中変更＞

①職員体制

１）ＪＡ改革推進部を新設した。

　◦ＪＡの自己改革を進め組織・事業基盤の強化を図るため

２）農政広報部の強化

　◦ＴＰＰ対策、農協法改正対応等についての情報収集を強化するため

３）共通総合室と中央会の一体的運営

　◦ 共通総合室との連携を図るため、中央会総務企画部内に担当職員を設置

した。

（４）平成28年度の変更

①職員体制

 　県域営農支援センターの４室（営農対策室、マーケティング企画開発室、農

業経営対策室、農業政策推進室）から３室（農業担い手支援室、営農マーケティ

ング支援室、農業政策推進室）に変更された。

　特に、記帳代行業務の拡充と農業経営分析に基づく担い手の法⼈化を積極的

に支援するため、農業担い手支援室が設置された。

②東電原発事故農畜産物損害賠償対策茨城県協議会事務局の廃止

　すべての損害賠償にかかる請求・支払事務が終了したため、同協議会事務局

が廃止された。

（５）平成29年度の変更

①職員体制

　組織経営対策部の３部門（経営対策、組織対策、情報対策）から、新たに内

部管理態勢支援室が設置され、情報対策と組織経営対策と合わせた３部門と

なった。

　これは、平成31年度から公認会計士監査が導入されることから、会計監査

に耐えうるＪＡの内部管理態勢の確立が喫緊の課題であるため、その対策の一

つである。
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（６）平成30年度の変更

①職員体制

１）第28回県ＪＡ大会の企画運営を、ＪＡ改革推進部が担う。

２） 組織経営対策部では経営ＩＴ戦略室（経営戦略とＩＴ戦略部門を担う）が

新設された。これは、総合情報システムにおけるＩＴ内部統制の信頼性の

向上を図ることによる。

３）統括部長制が廃止された。

（７）平成31年度の変更

①職員体制

１）共通総合室を内局化した。

２） 組織経営対策部を改革支援部に改め、内部管理態勢支援室、経営ＩＴ戦略

室、ＪＡ改革支援室の３室とした。

３） 県域営農支援センターを、従来の３室（農業担い手支援室、営農・マーケ

ティング支援室、農業政策推進室）から農業担い手支援室と農業政策推進

室の２室体制にした。

（８）令和２年度の方針変更

①常勤役員体制

　会長・専務２名体制から、会長・専務・常務体制の三層体制になった。

②職員体制

１） 自己改革及び経済事業等改革の更なる実践のため、改革支援部内のＪＡ改

革支援室の体制を強化した。

２）代表機能・調整機能の整理

　これまで総務企画部、共通総合室及び農政広報部において担っていた代

表機能・調整機能のうち、総会・理事会以外の法定機関会議については共

通総合室を主管部署とした。

３）県域営農支援センター内の一部名称変更

　農業者の経営管理支援強化に向けて、「農業担い手支援室」を「農業経

営支援室」に名称を変更した。
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（９）現在（令和４年度）の機構

令和4年度組織図

５．中央会の組織変更
（１）農協法の改正経過

　国は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に基づく農政改革（６次産業

化による高付加価値化、海外マーケットも視野に入れた需要の開拓、農地中間管

理機構による担い手への農地の集積・農地利用の最適化等）が成果を上げるため

には、政策を活用する経済主体等が積極的に活動できる環境を整備していくこと

が必用不可欠であるとの立場から、農業協同組合・農業委員会・農地生産法⼈に

ついて見直しが行われた。

（２）中央会に関する法改正とその対応

① 平成31年９月末までに、ＪＡ全中は一般社団法⼈へ、都道府県中央会は連合

会へ移行することとされたことに伴い、本会は令和元年９月30日に連合会へ

の組織変更を行った。

　このことを踏まえ、新たな中央会として会員組織から必要とされる機能（代
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業の選択と集中を図りながら、事業の見直しや、応益負担になじむ事業につい

て洗い出しを行い当該事業の段階的な移行など、将来的な転換について検討す

ることとなった。

②全中監査の義務付けを廃止

　一定規模以上の信用事業を行う農業協同組合等は、公認会計士又は監査法⼈

による会計監査を受けなければならないこととされたことに伴い、平成29年

６月30日に新たな監査法⼈（みのり監査法⼈）が設立された。

（３）「みのり監査法⼈」の発足までの経過

　改正農協法は平成27年６月30日に衆議院を通過し、８月28日の参議院本会

議で可決され、９月４日に公布された。

　これにより、平成14年から全中・県中の監査機能の統合により実施してきた「Ｊ

Ａ全国監査機構による財務諸表等監査」は、信金・信組とのイコールフッティン

グを図ることを求められ、「公認会計士または監査法⼈による会計監査⼈監査」

へ移行することとなった。

　なお、法令改正にあたっては、衆参両院の農林水産委員会において、法案採決

とともに「農協監査士の専門性が生かされるよう配慮する」ことについての附帯

決議が採択されている。

　また、改正農協法附則においても農協監査士の監査従事等の配慮規定が付され

ている。

　みのり監査法⼈（大森一幸理事長）は、平成29年６月30日に法⼈の設立登記

を行い、同年７月３日より業務が開始された。農協等の監査に従事した経験を持

つ公認会計士を中心に発足し、公認会計士と農業協同組合監査士（農協監査士）

が連携し、農協等の事業に精通した高品質な監査業務の提供を目指す法⼈として

いる。

　みのり監査法⼈は、農協等が会計監査⼈制度に完全に移行することとなる令和

元年度までに、全国各地の農協等をはじめとする地域の法⼈・組織に監査業務を

提供するため、法⼈として全国46か所に拠点を設けるとともに、中央会からの

農協監査士の受け入れ、公認会計士の確保等の体制整備を行った。

　平成30年５月18日と23日には、茨城県内において「みのり監査法⼈」から

の法⼈等説明会を実施し、県内ＪＡ等への理解促進等を図る取り組みを行った。
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　みのり監査法⼈茨城オフィスは令和元年５月１日に開設され、県中央会からの

転籍・出向等の派遣により体制整備がなされ、新たな監査法⼈として県内での業

務を開始した。

　今回の制度移行にあたっては、現行制度に配慮する内容が附則で措置されてい

るが、あくまで公認会計士法に基づく監査法⼈であり、その点については従来の

ＪＡ全国監査機構の時とは大きく異なることとなった。

　監査法⼈の監督官庁は農水省ではなく金融庁となり、また、監査法⼈・公認会

計士は監査業務を行うためには、日本公認会計士協会に加入しなければならず、

協会が自主的に定める会則や倫理規則等を守らなければならないと法定されている。

　このため、監査法⼈は、協会の各種指針等に従うことが必要となり、適切な監

査業務（監査基準委員会報告等の遵守、リスクアプローチ監査の実施等）や独立

性確保などについての厳正な対応が求められることとなった。

６．人事制度改革
　令和元年９月の連合会化以降、応益負担事業の展開やコロナ禍に対応した事業運

営の見直しなどに着手し、新たな価値の創造やＪＡの業務効率支援に積極的に取り

組んできた。

　これらは職員個々の柔軟な発想、情報収集能力や実行力などによるところが大き

く、取り組みを継続するためには優秀な⼈材の確保とその育成が重要である。

　このことから、令和４年度より⼈事制度を大きく見直し、優秀な⼈材の確保と育

成、そして能力主義の徹底により、年功序列制度からの完全な脱却を目指した新た

な⼈事制度を制定した。

　なお、⼈事制度の肝となる⼈事考課については、事務効率化や情報蓄積の観点か

ら全面的なシステム化を行った。

７．デジタル化への対応
　社会的なデジタル化の流れを受け、本会においては令和３年度より全職員へのタ

ブレット端末貸与を開始した。会議・研修・打ち合わせ等のペーパーレス化をはじ

め、外勤時のリモート接続やＷｅｂ会議システムを随時利用できる環境を整え、職

員の生産性向上やコスト削減に結びつけている。
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第２節　事業の概要
１．統一運動の展開
（１）第２７回　茨城県ＪＡ大会

　◦日　時　Ｈ２７．１０．２９　結城市民文化センター「アクロス」

　◦テーマ「茨城の未来へ　進化への挑戦」

～農業者の所得増大と活力ある地域社会を目指して～

①大会議案の柱

　◦ 前回大会で決議された「農業」「地域・くらし」「組織・経営」を戦略の柱とし、

それぞれに重要戦略を設定した。

②農業分野の目標は「農業者の所得増大への貢献」とし、次の重要戦略を掲げた。

１）重要戦略１：所得増大に向けた販売力強化

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．マーケットインに基づく契約販売、買取販売の拡大

イ．農商工連携や６次産業化による農産物の高付加価値化の強化

ウ．直売所を通じた販売力強化

エ．農畜産物ブランドイメージの向上

タブレットを使用し、打ち合わせする職員

県西地区４JA：ラ・ウェスト販売PR 会場：結城市民文化センター「アクロス」
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２）重要戦略２：所得増大に向けた生産力強化とコスト低減

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．水田農業政策への積極的な取り組み

イ．コスト低減、省力化支援

ウ．担い手農家の育成と生産力強化支援

エ．担い手農家への出向く体制拡充

３） 重要戦略３：所得増大に向けた農家経営管理支援（農家コンサルティング）

の強化

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．経営管理支援対象者の拡大

イ．農家経営管理支援に向けた体制整備

③ 地域・くらし分野の目標は「地域とくらしを豊かで元気にするための協同組合運動

の再構築」を掲げた。

１）重要戦略１：１支店・事業所、１役職員、１協同活動の実践

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．地域貢献などの協同活動の拡大

イ．協同活動年間計画の策定

２）重要戦略２：協同組合間連携の拡充強化

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．協同組合間の事業連携

３）重要戦略３：ＪＡグループ茨城一体となった地域広報活動の強化

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．職場における広報意識の醸成

イ．対象者に応じた広報活動の実践

ウ．意見・要望の積極的収集

④ 組織・経営分野の目標は「ＪＡ自己改革を実現するための組織・事業基盤の拡充強

化」を掲げた。

１）重要戦略１：＜⼈材力＞ＪＡ自己改革を支える「⼈財」育成と確保
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＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．自己改革を目指す組合員・役職員像と行動基準の設置

イ．協同組合運動にかかる学習会の設置

ウ．本支店・事業所を基点とした講座の設置

エ．役員学習・研修会の実施

オ．ＪＡ自己改革を実践する職員教育体系の整備

カ．専門性に配慮した採用と⼈事配置の実践

２）重要戦略２： ＜組織力＞組織再編（合併）の完結と本支店体制整備の着実な

実践

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．組織再編（合併）の完結

イ．本支店体制整備の着実な実践

３）重要戦略３：＜経営力＞経営成果に伴う組合員利益還元の実現

ア．事業計画の確実な達成および財務３指標の達成

イ．組合員への利益還元（利用分量配当への転換等）

（２）第２８回　茨城県ＪＡ大会

　◦日　時　Ｈ３０．１０．２４　つくば「ノバホール」

　◦テーマ「組合員とともに創る茨城農業と豊かな地域社会」

～更なる協同の深化～

①大会議案の考え方

　前回までのＪＡ大会決議をもとに、各組織において策定した自己改革工程表にも

とづき着実な成果を実現してきた。ＪＡ自己改革は将来にわたり継続した取り組み

が必要であるため、今大会議案も、前回大会で決議した３つの柱「農業」「地域・

くらし」「組織・経営」を継続・深化させるという方針のもとで策定した。

加倉井大会委員長あいさつ 組合員綱領の唱和

－12－



②農業分野：農業者の所得増大

１）重要戦略１：所得増大に向けた販売力強化

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．マーケットインに基づく契約販売、買取販売の拡大、農業所得の安定化

イ．農畜産物のブランドイメージの向上

ウ．国の米政策見直し後の、実需者ニーズに応える米作りの推進

エ．直売所を通じた販売力強化

２）重要戦略２：所得増大に向けた生産力強化とコスト低減

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．担い手農業者へ出向く体制の拡充と営農指導の強化

イ．担い手農業者の育成と生産力強化支援

ウ．生産トータルコスト低減の取り組み

３）重要戦略３：所得増大に向けた農業経営管理支援の強化

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．記帳代行事業の全ＪＡ実施と会員の拡大

イ．農業経営コンサルティング実施のための体制整備

③地域・くらし分野：地域とくらしを豊かにする協同組合運動の実践

１）重要戦略：地域とくらしを豊かにする協同組合運動の実践

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．くらしの活動による地域貢献活動の充実

イ．他の協同組合等と連携した地域貢献活動の充実

つくばノバホール 佐野大会委員長あいさつ
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④組織・経営分野：ＪＡ自己改革を実現するための組織・事業基盤の拡充強化

１）重要戦略１：ＪＡの存在価値（意義）を高める「⼈財」育成

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．ＪＡ役職員行動基準の実践

イ．協同組合運動にかかる学習会、座談会の拡充

ウ．ＪＡ教育研修計画に基づく役職員学習・研修会の着実な実践

エ．職員教育体系に基づく計画的なリーダーの育成と確保

オ．専門性に配慮した採用と⼈員配置の実践

カ． 働きやすい職場環境の整備により多様な⼈財が活躍できる職場づくりの

実践

２）重要戦略２：組織再編の進展を活かした高度なＪＡ経営の実践

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．事業モデルの転換等による労働生産性の維持・向上

イ．経営成果（適正水準の利益確保）に伴う組合員利益還元の継続実施

３）重要戦略３：ＪＡ事業・活動への組合員の参画促進

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．准組合員の意思反映・運営参画

イ．組合員との対話活動の定着化

＜事例発表１：ＪＡ水戸青年部（常澄支部）主体で米粉麵を商品化！＞

JA水戸：（TSUNEZUMI 麺'S） 米粉麺「穂々の空」とお米のペンネを商品化
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＜事例発表２：ＪＡしおさい職員が離農ハウスを借入・復活し、自ら農業経営！＞

＜事例発表３：ＪＡ土浦「次世代農業プロジェクト」を設立、

　　　　　　　　　　　　　旬の遠足、土浦一石大名等を企画！＞

＜事例４：ＪＡ北つくば：これまでの「伝える取り組み」事例！＞

ヨリアイ農場の活動について発表 ヨリアイ農場の全体像

情報発信の重要性を意識 JA自己改革実践大会を独自開催

離農で荒れ果てたハウス 復活したハウスで、職員自らピーマンの農業経営
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（３）第２９回　茨城県ＪＡ大会

　◦日　時「Ｒ３．１０．２７　つくば市：ホテル日航つくば」  （ＷＥＢ併用開催）

　◦テーマ「未来につなぐ」
～持続可能な農業と豊かな地域社会をめざして～

①大会議案の柱

◦ 前回大会で決議された「農業」「地域・くらし」「組織・経営」の実践を通じた相

乗効果により力強いＪＡへと成長し、「農業」の重点目標である「農業者の所得

増大」を成果の見える形で示す。

②農業分野の目標は「農業者の所得増大」とし、次の重要戦略を掲げた。

１）重要戦略１：地域を支える多様な担い手の確保と経営力強化

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．多様な担い手の確保

イ．地域農業を支える中核担い手（トップランナー含む）への支援

２）重要戦略２：所得増大に向けた生産力強化

ア．担い手へ出向く体制の拡充と営農指導の強化

イ．生産性の向上と、生産トータルコスト低減の取り組み

開会：風見大会副委員長 青年部・女性部代表による組合員綱領の唱和

八木岡大会委員長あいさつ 基調講演：谷口東大名誉教授
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３）重要戦略３：所得増大に向けた販売力強化

ア．マーケットインに基づく販売力強化と農業所得の安定化

イ．ＪＡグループ茨城の農畜産物のブランドイメージの向上

③ 地域・くらし分野の目標は「持続可能で安心して暮らせる豊かな地域社会の確立」

を掲げた。

１）重要戦略１：ＪＡくらしの活動による地域貢献活動の展開

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．地域貢献のためのＪＡくらしの活動の拡充・定着化

イ．「いきいき健康づくりプロジェクト」を通じた健康増進活動の強化

２）重要戦略２：女性・青年農業者の活躍推進

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．ＪＡ女性組織・青年組織の活性化

イ．ＪＡ女性組織・青年組織のメンバーの組合員化

ウ．女性・青年農業者の理事への登用

エ．女性・青年農業者の地域での活躍推進

④ 組織・経営分野の目標は「農業、地域・くらしを支える組織・事業基盤強化」を掲

げた。

１）重要戦略１：地域・組織・事業基盤強を支える「⼈財」の育成・確保

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．ＪＡ役職員行動基準およびＪＡ教育研修計画の実践

イ．組合員組織学習活動の充実

ウ．有能な⼈財確保に向けた採用活動の高度化

エ．多様な⼈財が活躍できる職場づくりの実践

２） 重要戦略２：収益構造並びに社会情勢の変化に対応したＪＡ経営基盤の確立・

強化

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．収支シミュレーションおよび経営指標の活用による経営計画の「見える化」

イ．着実な事業モデルの転換等による適正利益の確保

ウ．経営成果（適正水準の利益確保）に伴う組合員利益還元の継続実施

エ． リスク情報を踏まえた適切な経営判断を可能とするガバナンス・内部統

制の強化
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３）重要戦略３：ＪＡ事業・活動に対する組合員の意思反映・運営参画の強化

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．「組合員との対話運動」の継続・強化

イ．准組合員の意思反映・運営参画の促進

⑤ 情報発信への取組みの目標は「ＪＡグループらしい積極的・効果的な情報発信」を

掲げた。

１）重要戦略１：ＪＡグループ茨城広報戦略（仮称）に基づく対外広報の展開

＜ＪＡ・連合会の取り組み事項＞

ア． ＪＡグループ茨城広報戦略（仮称）の策定とそれに基づく対外広報の展

開

イ．ＪＡグループ茨城広報戦略（仮称）を担う⼈材育成と体制整備

２）重要戦略２：有益な情報のグループ内での共有と利活用の促進

＜ＪＡ・連合会の取り組み事項＞

ア．ＪＡグループ内部媒体の利活用の促進

イ．有事対応の在り方等の横展開

３）重要戦略３：農業政策等グループ共通課題の情報収集と機敏な対応

＜ＪＡの取り組み事項＞

ア．地域の実態に応じたロビー活動の実施

２．ＪＡの内部統制システムの適切な構築・運用
　各種リスクを踏まえ、理事が適切な内部統制を構築・運用することは、理事の善

管注意義務および忠実義務のひとつであり、その重要性が高まってきていることや、

平成28年４月施行の改正農協法に基づく中央会（ＪＡ全国監査機構）監査から会

計監査⼈監査制度（公認会計士や監査法⼈の監査）移行により監事の責任も広がる

ことから、本会では県内ＪＡ全体の内部統制システムの適切な構築・運用を支援した。
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＜具体的な取り組み事項＞

（１）ＪＡ全体の内部統制の構築・運用・評価・改善支援

　平成30年度に県内全ＪＡが「内部統制システム基本方針」を制定し、内

部統制システムをより盤石なものとするために、毎年度、基本方針の実践状

況・評価・改善のＰＤＣＡを実施する仕組みの支援。

（２） ＪＡの監事監査機能の向上、内部監査の充実・強化、各事業の内部統制の整

備・運用の支援

　平成31年度（令和元年度）からの会計監査⼈監査の範囲は組合の計算書

類等の監査（会計監査）のみとなり、従来のＪＡ全国監査機構の業務監査の

範囲は各ＪＡが自らの事業の内部統制及び内部監査、監事監査で完結するこ

ととなった。

　県内ＪＡでは会計監査⼈監査に対応した監事監査機能の向上、リスクアプ

ローチ監査手続や全中・ＪＡバンクの体制整備基準に基づく内部監査の充実・

強化、決算・財務報告プロセス（資産査定・諸引当金等）や重要な事業（信

用・共済・購買・販売等）の内部統制の整備・運用・評価・改善に取り組ん

でおり、連合会と連携した支援。

（３）ＪＡ経済事業の内部統制の現場点検と事務指導の支援

担当業務の本支店・事業所の
内部統制の構築・運用状況の
チェック、改善。

リスク情報を集約し、不備事項
等を評価・分析のうえ、各部門
に対し改善の指示を行い、そ
の進捗状況をモニタリングし、
事務リスク全体を管理。

「財務諸表の正確性、内部監
査の有効性についての経営者
責任の明確化」等に取り組み、
正確な財務諸表を作成。

⑤本店
事業統括部署

⑥支店・事業所 ④決算担当部署

③リスク管理部署 ⑦内部監査
経営者のリスク認識に
基づくモニタリング

･内部統制に準拠して業務を
実施。
・自部署での事務手続の定着
度合いを把握し、改善。

･内部管理態勢の適切性と有
効性のモニタリング
･業務活動の有効性および効
率性のモニタリング
･コンプライアンスへの適合性
のモニタリング
･財務報告の信頼性のモニタ
リング
･会計監査人、監事との連携

指示、報告、連携 モニタリング

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

会
計
監
査
人

⑧
監
事
監
査

指示、報告、連携

報告基本方針の決定、監督

指示、報告、連携 指示、報告、連携

JAの内部統制システムの全体像
経営者責任の範囲

（注）会計監査人は、独立した立場であり、
JAの内部統制の一部ではありません。
各監査の対比のために記載しました。

①理事会

②組合長、専務理事、常務理事

組合の計算書類
等の監査証明

会計監査
部分のみ

理事の職務の
執行状況の監督
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（４） ＪＡ全中「内部管理態勢に係る指導基準」並びに農林中央金庫「体制整備基

準」の指導基準の遵守を図るためのオンサイトモニタリングと基準未整備項

目があるＪＡへの支援

（５） 「内部監査体制および適切な実施」と「貸出営業部署から分離した審査担当

部署の設置」など基準変更による整備

（６） 県域不祥事対策プロジェクトにより、各連合会と連携した県域不祥事ゼロ運

動の策定と実践

＜ＪＡ全国監査機構監査の範囲と会計監査⼈監査移行後の監査主体＞

JA全国監査機構監査の範囲

業務内容 組織運営に
関するもの

内部監査に
関するもの

法令または
定款に関する

もの

監査証明に
関連しない
内部統制の
検証・相談

事業報告及び
事業報告の附属
明細書の検証

会計監査

具体例

支所・支店体制
の構築など組織
運営状況の検証
  など

信用・共済事業
等の各事業の事
務処理の検証

連続職場離脱や
自主点検の実施
状況の検証
  など

利益相反取引の
理事会承認状況
を検証

農薬保管場所へ
の毒劇物取扱有
資格者の配置状
況を検証
  など

米共同計算の運
営状況を検証

組合員組織の会
計受託の内部け
ん制を検証
  など

事業報告及び事
業報告の附属明
細書が法令又は
定款に従い組合
の状況を正しく
示しているかの
検証
（記載金額のも
ととなる自己資
本比率等の検証
も含む）

貸借対照表・損
益計算書・注記
表・附属明細書
が適正に表示し
ているかの検証

剰余金処分案又
は損失処理案が
法令又は定款に
適合しているか
の検証

今後の実施
主体（案） 監事 内部監査 監事

内部監査
監事

内部監査
監事

（内部監査） 監査法⼈

３．総合情報システム事業の取り組み
　平成４年度に稼働した総合情報システムは、県下ＪＡの業務（信用・共済などは

除く）に伴う統一的な経理システム等を行っており、ＪＡ業務の合理化・効率化及

び経営管理の高度化の一翼を担っている。

（１）継続的なシステムの開発・機能強化

　総合情報システムについてはＪＡの経営環境や事業を取巻く情勢、会計制度や

税制の変更、県内ＪＡ・連合会の意見・要望を的確に捉えながら、システムの基

本的方向や財政に関する計画を策定し、システムの新規開発や機能強化を行って

いる。
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＜平成２５年～令和４年度の主なシステム稼働と財政計画の策定＞

①平成２５年　８月　組合員組織受託会計システムのモデル稼働

②平成２５年　９月　総合ポイントシステムのモデル稼働

③平成２７年　５月　不祥事未然防止分析システムが全ＪＡ一斉稼働

④平成２７年１１月　お知らせシステムのモデル稼働

⑤平成２８年　９月　総合情報システムの基本方向と第４次財政計画

  （平成２９年度～３３年度）の策定

⑥平成２８年１０月　お知らせシステム「災害緊急時連絡システム」稼働

⑦平成３１年　１月　税効果会計システム

  （会計システムのサブシステム）が全ＪＡ一斉稼働

⑧令和　３年　５月　お知らせシステム「Ｗｅｂ出退勤打刻管理機能」

  のモデル稼働

⑨令和　３年　９月　総合情報システムの基本方向と第５次財政計画

  （令和４年度～６年度）の策定

　　　　　　　　　　固定資産減損会計システム

  （会計システムのサブシステム）の稼働
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＜総合情報システムの構成（令和４年４月１日現在）＞

システム名 システム概要

管理・組合員 システム使用者権限登録、パスワード管理、共通顧客（組合員）
マスターの登録などを行う

会計 ＪＡの会計仕訳、月次・仮決算・決算の事務を行う

報告書 ＪＡの財務諸表や行政庁提出報告書を作成する

経営管理 部門別、場所別損益管理を行う

購買 購買品在庫管理や購買供給ほか購買事業各取引事務を行う

園芸（青果） 販売委託された青果物荷受・出荷・販売代金精算の事務を行う

園芸（花卉） 販売委託された花卉荷受・出荷・販売代金精算の事務を行う

米麦（米穀） 米の出荷、検査、在庫、売渡、精算等の業務取引を行う

米麦（麦） 麦の出荷、検査、在庫、売渡、精算等の業務取引を行う

出資金 組合員の持分（出資金）を管理する

賦課金 組合員への賦課金を管理する

利用高配当 組合員への利用高配当を管理する

給与・⼈事 ＪＡ職員の給与・職員台帳等事務を行う  （※オービック製）

固定資産 ＪＡの固定資産の管理を行う  （※オービック製）

固定資産減損会計 固定資産の減損会計にかかる管理を行う

自己査定 ＪＡが保有する貸出金等資産についての自己査定を行う

債権管理支援 ＪＡの貸出金等債権の管理を行う

青色申告 農業青色申告用に組合員の販・購買取引の明細を出力する

新情報系 データ汎用抽出機能（不祥事未然防止分析システム含む）

利用者情報検索 各業務を串刺した利用者データを検索する

電子帳票 各システムで作成された帳票を閲覧する

農業簿記 組合員の農業簿記記帳と申告計算及び農業経営分析を行う

総合ポイント ＪＡ事業の利用状況等に応じたポイント付与・管理と還元を行う

組合員組織受託会計 生産部会等の組合員組織の管理事務及び受託会計事務を行う

お知らせ ＪＡ利用者向けＷｅｂ情報提供、購買Ｗｅｂ受注・棚卸、災害緊
急時連絡システム

※オービック製・・・給与・⼈事システム、固定資産システムは㈱オービックの
パッケージソフトを利用
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＜総合情報システム稼動状況一覧表（令和４年３月３１日現在）＞

システム名

ＪＡ名

会

計

経

管

営

理

購

買

青

果

花

卉

米

穀

麦

給

与

出

資

金

賦

課

金

利

用

高

配

当

固

定

資

産

自

己

査

定

青

色

申

告

固
定
資
産
減
損
会
計

情報系支援 電

子

帳

票

農

業

経

営

簿

記

総

合

ポ

イ

ン

ト

組
合
員
組
織
受
託
会
計

Ｊ
Ａ
お
知
ら
せ
シ
ス
テ
ム

デ
ー
タ
汎
用
抽
出
検
索

利

用

者

検

索

債

権

管

理

報

告

書

1 水 戸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 常 陸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 日 立 市 多 賀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 茨 城 旭 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ほ こ た ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 なめがたしおさい ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 稲 敷 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 茨 城 み な み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 水 郷 つ く ば ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 つ く ば 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 つくば市谷田部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 や さ と ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 新 ひ た ち 野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 北 つ く ば ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 常 総 ひ か り ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 茨 城 む つ み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 岩 井 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

稼動ＪＡ数 17 17 17 16 12 16 16 17 17 4 8 17 17 16 17 17 17 14 17 17 16 1 16 15

（２）ＪＡの内部統制への貢献

　農協法改正による公認会計士監査導入にあたり、会計監査⼈によるＩＴ統制評

価の効率化に向け、総合情報システムの管理運用体制を第三者の監査⼈が保証す

る「3402号報告書」を平成30年度より毎年度取得し、ＪＡの会計監査の工数

縮減及びＪＡの内部統制に貢献するとともに、システムの安定稼働に関し外部か

らも高い評価を得ている。

（３）ＪＡ情報セキュリティの対策強化の取り組み

　サイバー攻撃が年々増加し手口が巧妙化していることをふまえ、総合情報シス

テムや同システムのネットワーク及び接続するパソコン等について最新の対策を

実施して被害の発生を最小限に抑えることにより、事業の継続に貢献している。
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（４）Ｗｅｂ会議システム普及の取り組み

　令和２年４月にＷｅｂ会議システムを導入し、コロナ禍においてもＪＡ・県連

間の会議や研修の実施を可能にしただけでなく、遠隔地との円滑なコミュニケー

ションの実現にも寄与している。

（５）新Compass-ＪＡシステムへの貢献

　全中は、全国30都府県に提供しているシステム「Compass-ＪＡシステム」

の基盤ソフトの保守終了（令和７年）に伴い、新たなシステム構築の検討を進め

た結果、令和３年５月13日全中理事会において、会計・給与・固定資産の３シ

ステムで構成される「新Compass–ＪＡシステム」の構築を正式決定した。

　このうち「会計」は本県システムをベースに新規開発するため、ＪＡ茨城県中

央会と県電算センターが支援している。

４．農業経営管理支援（農業経営コンサルティング）の取り組み
（１）記帳代行導入ＪＡに対する安定運用に向けた支援

　農業者の経営管理支援強化に向けて、ＪＡ・中央会では税理士との派遣契約を

行い、税務申告記帳を代行し、農家の事務負担軽減に貢献しながら適正納税・税

務申告にかかる支援に取組み、農家が農業に専念できる環境づくりに寄与してきた。

　また、農業者の所得増大の最大化を図るため、経営分析や出荷分析のフィード

バック等による担い手経営体の自発的な経営改善と決算税務申告の軽減を目的に、

ＪＡでの安定運用に向け支援に取組んできた。

　さらに、ＴＡＣ研修会や先進ＪＡの取り組みを共有するなど、農家経営分析表

を活用した記帳代行会員に対する農業経営コンサルの充実強化に取り組んできた。

記帳代行面談時の経営相談の様子 新たに作成した経営分析表（令和２年）
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（２）記帳代行会員の拡大

　本会は農業者の所得増大に貢献する農業経営管理支援事業の発展に向けて、Ｊ

Ａと連携し農業簿記システムを活用した会計記帳代行の普及拡大に取組んできた。

　記帳代行制度は、令和４年度で16年目を迎え、利用者は年々増加しており、

現在では、16ＪＡ 1,349名が記帳代行制度を活用している。

【県域記帳代⾏実施状況（令和４年４⽉１⽇現在）】 （単位：⼈）
JA名 代行形態 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

水 戸 事務集中 41 50 55 66 71 71 73

常 陸 事務集中 45 54 78 87 97 96 87

茨 城 旭 村 ＪＡ単独（H20～） 186 164 206 200 198 196 174

ほ こ た 8 10 12

なめがたしおさい 事務集中 57 62 66 73 74 78 78

稲 敷 事務集中 34 39 44 52 57 57 56

茨 城 み な み 事務集中 15 15 18 19 26 23 23

水 郷 つ く ば ＪＡ単独（R04～） 73 96 108 125 129 133 132

つ く ば 市 事務集中 17 18 25 26 24 26 24

つくば市谷田部 0 1 0

や さ と 事務集中 8 10 14 12 11 13 12

新 ひ た ち 野 事務集中 93 100 102 113 118 124 128

北 つ く ば ＪＡ単独（H26～） 127 135 150 164 180 189 185

常 総 ひ か り ＪＡ単独（H18～） 192 192 198 212 217 224 223

茨 城 む つ み 事務集中 51 63 70 73 72 69 68

岩 井 事務集中 47 58 64 74 75 76 74

合計 986 1,056 1,198 1,296 1,357 1,386 1,349

（３）単独型移行および農業経営コンサルティング実施に向けた体制拡充支援

　「農業者の所得増大」の最大化を図る一環として、会計記帳代行や決算支援、

さらには農業経営コンサルティングの実施に向けた⼈材育成と体制拡充支援のた

め、ＪＡ担当者に対する会計・税務にかかる各種研修会での専門知識の習得や各

種面談時の支援などに取組んできた。

　そのような中、平成28年度より、本会業務を通じて会員に対する農業経営管

理支援の強化を担うＪＡ職員を育成することを目的として、職員の出向受け入れ

を開始し、現在までに13名のＪＡ職員の受入れを実施した。

　本会において１年間、各種研修会への参加や記帳代行面談会・法⼈決算税務申

告支援のＯＪＴ実施、農家説明会の講師対応等、ＪＡ研修生に対し幅広い経験と

専門的知識の習得を図り、現在はＪＡの現場で活躍している。
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５．茨城県ＪＡ営農指導者連盟の支援
（１）組織の設置目的

　本連盟は、昭和31年９月、営農指導員の相互研修と増員・定着を目的に設置

された。

（２）組織の構成

　本連盟は、県下全ＪＡの営農指導担当職員で構成し、会長、副会長、幹事、監

事による役員会により事業活動について協議し、毎年、総会を開催し、事業活動

及び収支報告、事業計画を協議、決定している。

（３）主な活動内容（参考：令和３年度の活動内容）

①新⼈営農指導担当者研修会

　（研修内容）・茨城県農林水産業の概況について

　・ＪＡ職員に期待すること（県農青連：委員長）

②営農指導員交流集会

　（研修内容）・ＪＡ営農指導と産地育成と６次産業化の取り組み

③女性営農指導員研修会

　（研修内容）・ドロップファーム：生産から販売までの実践事例

　・ドロップファームへの県央農林事務所の支援内容

④中堅営農指導員・販売担当者会議

　（研修内容）・ＪＡ全農の園芸事業の取組（物流編・輸出編）

　・茨城県産農林水産物のブランド育成（茨城県営業戦略部）

⑤関東甲信地区営農指導員体験交流会（ＷＥＢ開催）

　（研修内容）・みどりの食料戦略について

　・ＴＡＣによる枝豆抑制栽培他

⑥ＪＡ営農指導実践全国大会（ＷＥＢ開催）

　（研修内容）・ＪＡおちいまばり：団地型マルドリ栽培による水田転換

　・ＪＡ紀州：小玉スイカ産地の復活に向けて

茨城県ＪＡ営農指導者連盟のマーク
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（４）営農指導員の表彰について

①目的

　農業情勢の変化に迅速に対応し、経営感覚に優れた営農指導員の取り組みを評

価するとともに、今後の地域農業振興に役立てていくため、特に功績の大きい営

農指導員を表彰している。

②表彰の種類

１）功労賞（県中央会会長賞）

　・基準： ＪＡ勤務15年以上かつ営農指導員の経験が10年以上の者でＪＡ運動

ならびにＪＡ経営の発展に大きな功績が認められる者等

２）奨励賞（県ＪＡ営農指導者連盟会長賞）

　・基準： 産地の育成拡大、部会組織の育成、農業経営の収益性の向上、農業技

術の普及や新規作物の導入など、その成果が顕著と認められる者等

ＪＡ営農指導員表彰者名簿

年度 氏名 経験年数 区分 主な実績 ＪＡ名

25

奥　谷　光　一 32 功労賞 地域農業振興 水 戸
須賀野　　　弘 35 功労賞 園芸振興 茨 城 旭 村
石　井　信　之 15 功労賞 園芸振興 な め が た
鈴　木　克　則 17 功労賞 園芸振興 茨 城 み な み
青　木　　　均 22 功労賞 地域農業振興 茨 城 む つ み
三　村　勝　則 22 奨励賞 地域農業振興 茨 城 み ど り
川　崎　敏　行 8 奨励賞 園芸振興 土 浦
中　村　　　悟 10 奨励賞 地域農業振興 岩 井

26

今　泉　康　雄 23 功労賞 園芸振興 ほ こ た
新　関　　　久 26 功労賞 地域農業振興 つくば市谷田部
塚　田　和　典 25.4 功労賞 園芸振興 北 つ く ば
関　　　明　彦 18 功労賞 地域農業振興 常 総 ひ か り
福　田　　　健 20 奨励賞 地域農業振興 常 陸
圷　　　茂　宏 20 奨励賞 地域農業振興 常 陸
羽　出　道　雄 28 奨励賞 地域農業振興 し お さ い
金　子　昭　男 10 奨励賞 地域農業振興 つ く ば 市

茨城県ＪＡ営農指導者連盟総会 女性営農指導員研修会
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27

木　村　久　文 14 功労賞 地域農業振興 水 戸
杉　本　久一郎 21 功労賞 地域農業振興 茨 城 旭 村
河　野　隆　徳 22 功労賞 地域農業振興 な め が た
永　長　秀　夫 25 功労賞 地域農業振興 稲 敷
菅　原　栄　一 20 功労賞 地域農業振興 茨 城 か す み
鈴　木　久　友 15 功労賞 園芸振興茨城 む つ み
山　本　晴　彦 13 功労賞 園芸振興 岩 井
福　地　　　学 17 奨励賞 地域農業振興 常 陸

28

蓮　田　和　美 24 功労賞 地域農業振興 常 陸
大　高　博　文 12 功労賞 地域農業振興 常 陸
飯　島　雅　明 24 功労賞 園芸振興 ほ こ た
田　村　浩　一 29 功労賞 園芸振興 新 ひ た ち 野
永　田　佳　久 21 功労賞 地域農業振興 北 つ く ば
小　島　　　博 19 功労賞 地域農業振興 常 総 ひ か り
荒　井　　　誠 4 奨励賞 畜産振興 や さ と

29

小松﨑　政　博 35 功労賞 地域農業振興 水 戸
根　本　　　浩 23 功労賞 地域農業振興 常 陸
金　沢　和　彦 27 功労賞 地域農業振興 茨 城 旭 村
山　口　賢　一 35 功労賞 地域農業振興 な め が た
片　岡　章　雄 21 功労賞 地域農業振興 茨 城 み な み
和　田　真　一 18 功労賞 地域農業振興 茨 城 む つ み

30

照　沼　哲　也 21 功労賞 地域農業振興 常 陸
石　井　勉　幸 12 功労賞 地域農業振興 ほ こ た
日向寺　博　之 22 功労賞 地域農業振興 し お さ い
石　塚　秀　幸 28 功労賞 地域農業振興 稲 敷
池　田　正　⼈ 6 功労賞 地域農業振興 竜 ケ 崎
古　橋　裕　明 20 功労賞 園芸振興 北 つ く ば
上　野　博　樹 13 功労賞 園芸振興 常 総 ひ か り
助　川　智　夫 13 奨励賞 地域農業振興 常 陸

令和
元

植　木　隆　一 22 功労賞 地域農業振興 水 戸
萩　谷　勇　治 20 功労賞 地域農業振興 常 陸
川　上　秀　樹 25 功労賞 園芸振興 茨 城 旭 村
市　村　　　誠 31 功労賞 地域農業振興 なめがたしおさい
下　村　一　已 26 功労賞 園芸振興 水 郷 つ く ば
鈴　木　静　雄 17 功労賞 園芸振興 や さ と
砂　川　一　夫 23 功労賞 地域農業振興 茨 城 む つ み
張　替　輝　彰 12 功労賞 地域農業振興 岩 井

2

岡　部　琢　也 12 功労賞 地域農業振興 常 陸
藤　田　敏　美 31 功労賞 地域農業振興 常 陸
宮　崎　達　也 23 功労賞 園芸振興 ほ こ た
小　松　裕　司 24 功労賞 園芸振興 なめがたしおさい
岡　田　光　央 17 功労賞 地域農業振興 つ く ば 市
山　口　正　章 30 功労賞 園芸振興 つくば市谷田部
瀬　端　文　典 22 功労賞 地域農業振興 北 つ く ば
植　田　敏　明 21 功労賞 地域農業振興 常 総 ひ か り

3

雨　谷　雅　彦 23 功労賞 園芸振興 水 戸
関　　　信一郎 17 功労賞 地域農業振興 常 陸
小野瀬　博　一 23 功労賞 地域農業振興 茨 城 旭 村
河　野　昭　一 26 功労賞 地域農業振興 なめがたしおさい
森　田　正　彦 34 功労賞 地域農業振興 茨 城 み な み
石　塚　健　⼈ 8 奨励賞 園芸振興 水 郷 つ く ば
初　澤　克　典 16 功労賞 地域農業振興 茨 城 む つ み
鈴　木　新　一 13 功労賞 園芸振興 岩 井

4

齊　藤　淳　一 29 功労賞 地域農業振興 常 陸
戸井田　幹　雄 20 奨励賞 地域農業振興 常 陸
大　貫　真　司 10 奨励賞 園芸振興 ほ こ た
篠　本　勝　幸 27 功労賞 園芸振興 なめがたしおさい
柗　田　　　穣 20 功労賞 地域農業振興 稲 敷
鈴　木　　　淳 24 奨励賞 地域農業振興 新 ひ た ち 野
田　中　　　博 32 功労賞 園芸振興 北 つ く ば
秋　葉　浩　一 40 功労賞 園芸振興 常 総 ひ か り
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６．茨城県ＪＡ農業外国人材連絡会の運営
（１）連絡会の概要

　ＪＡグループ茨城では、監理団体として受入事業を行うＪＡや子会社等で外国⼈

材を活用するＪＡを構成メンバーとして、「茨城県ＪＡ農業外国⼈材連絡会」を組

織し、ＪＡ相互間の情報交換や制度の適正運用に向けた研修会等を行い、外国⼈材

受入の円滑な運営を担っている。

　平成31年に在留資格「特定技能」が新設される以前は、名称を「外国⼈農業実

習生茨城県ＪＡ連絡会」としていたが、新たな制度による外国⼈材受入の円滑化を

図るため、活動内容に「特定技能外国⼈の受入」を追加する形で現在の名称への変

更を行った。

（２）連絡会の加入組織

　令和４年９月末時点の加入組織は、ＪＡ12と協同組合エコ・リードである。

①ＪＡ水戸　②ＪＡ常陸　③ＪＡほこた　④ＪＡなめがたしさい

⑤ＪＡ水郷つくば　⑥ＪＡつくば市　⑦ＪＡやさと　⑧ＪＡ新ひたち野

⑨ＪＡ北つくば　⑩ＪＡ常総ひかり　⑪ＪＡ茨城むつみ　⑫ＪＡ岩井

⑬協同組合エコ・リード

（３）連絡会での活動

　受入農家およびＪＡ担当者を対象に制度の適正運用に向けた研修会、茨城県警を

講師に不法就労防止に係る周知・啓発活動を行ってきた。

　年度別には、平成28年度に安定的な実習生を確保することを目的に、新たな送

出国・送出機関の拡充・検討するため、ベトナム海外視察を開催し、同国の送出機

関との意見交換等を行った。

　また、平成31年４月から働き方関連法案が順次施行されることに伴い、同年８

月に受入農家およびＪＡ担当者を対象に労務管理研修会を、平成31年４月から特

定技能制度の創設に伴い制度運用に係る研修会を開催するなど制度が適正に運用さ

れるよう支援を図った。

　さらに、新型コロナウイルス感染症拡大による水際対策の強化に対し、実習生の

入国遅延による農作業等への影響を緩和するため、関係機関と連携し代替⼈材の受

入対策を講じると共に、国の助成制度の活用など情報共有を図った。

　今後も、「茨城県ＪＡ農業外国⼈連絡会」で外国⼈材の受入についてＪＡ間で情

報共有するとともに、問題・課題に対し必要な対策を行っていく。
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茨城県ＪＡ監理団体および登録支援機関における外国人材受⼊状況
令和４年８月末現在

JA監理
団体名

受入
農家数

技能実習 特定技能
特定
活動

外国
⼈材計合計 中国 タイ インド

ネシア
ベト
ナム

カンボ
ジア 合計 中国 タイ カンボ

ジア

水戸 28 62 17 45 0 62

なめがたしおさい 43 49 49 0 9 58

水郷つくば 31 33 4 20 9 29 17 12 62

新ひたち野 20 28 11 17 10 2 8 1 39

常総ひかり 62 210 138 72 0 14 224

茨城むつみ 38 99 17 82 0 0 99

岩井 41 126 54 72 0 126

エコ・リード 146 422 120 3 299 0 19 441

計 409 1,029 410 85 226 299 9 39 2 25 12 43 1,111

７．広報活動の取り組み
（１）対外広報

　平成25年度から平成29年度では、県内マスメディアと連携したパブリシティ強

化に重点を置き、ＴＰＰ問題やＪＡ自己改革など重要事項を中心としたトップ広報

をすすめ、戦略的に広報活動を展開した。

　茨城新聞に定期的に意見広告を掲載し、優秀広告賞などを受賞し、ＪＡグループ

茨城のブランド力向上に努めた。

【茨城新聞広告賞受賞歴】

年度 広告賞回次 受賞名 受賞内容

平成25 第20回 最優秀広告賞 「わたしは食べることで、このまちを守っている」
  地産地消に関する意見広告

平成27 第22回 優秀広告賞 「変わることのない安心・安全のためにＪＡは変わっていきます」
  ＪＡ自己改革に関する意見広告

平成28 第23回 優秀カラー賞 「約束します」
  ＪＡ自己改革に関する意見広告

平成29 第24回 最優秀広告賞 あなたの暮らしにワンピース
  ＪＡ自己改革に関する意見広告

平成29年8月制度適正運用研修会 平成30年5月通常総会
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　また、平成30年度には、ＨＰをリニューアルし、県内農産物情報の充実化を図り、

ＪＡグループ茨城ＰＲ動画「ＪＡjaaan!」を制作、デジタルサイネージを活用し

た情報発信を進めた。

　さらに、令和３年度、ＨＰを再リニューアルし、農業に関する世界情勢や日本お

よび茨城県における課題や取組み方針など「持続可能で高付加価値な茨城農業の実

現」をテーマとしたトップ広報を拡充した。

　また、YouTubeをはじめとしたＳＮＳによるインフルエンサーと連携した情報

発信強化を展開し、プロスポーツチーム（鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホック、

茨城ロボッツ）とのスポンサード契約を統一広報へ転換を図ると共に、鹿島アント

ラーズを通じた株式会社ソウゾウ（メルカリ）との包括協定を結び、総合的な情報

発信の強化を進めた。

　令和４年度には、茨城県ＪＡ会館１階にキッチンスタジオ「クオリテLab」を開

設して、（紹介動画：https://youtu.be/_2Hun55_E9M）ＪＡグループ茨城が主

催する県産農畜産物のＰＲイベントおよびシンポジウムなどによるプロモーション

強化や、協同組合ネット茨城会員などの外部利用を展開することで、ＪＡグループ

茨城のRe-Branding（消費者へのプロモーションアプローチの改革）を展開した。

　ＪＡグループ茨城ＰＲ動画「ＪＡjaaan!」は、一定の役割を終え、令和４年度

で契約終了となった。

（２）対内広報

　日本農業新聞、家の光などのＪＡグループ情報発信媒体と連携した県域記事の取

材・編集支援を行うとともに、ＪＡ広報担当者の技術向上を目的に、ＳＮＳ等によ

る情報発信に重点を置いた実務研修会や視察等に取り組んだ。

　また、日本で令和元年にスタートした５Ｇの普及、働き方改革や新型コロナウイ

ルス感染拡大により行動変容が求められ、デジタル化が加速するなか、日本農業新

聞は、令和３年10月より電子版の配信をスタートさせた。

　さらに、平成28年度から作成を支援し、平成29年度に「第１回支店だよりコン

テスト」を開催して、地域に密着した広報展開をすすめてきた「ＪＡ支店だより」

は、一部ＪＡにおいて定着が図られ令和３年度をもってコンテストの開催を終了した。
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　また、ＪＡグループ茨城機関誌「梅香」もアーカイブ化さらに紙媒体発行廃止と

段階を踏みながら、令和３年度に幕を閉じた。

（３）くらしの活動

　平成26年度、地域とのつながり強化を目的に「ＪＡくらしの活動手引き」を作

成し、ＪＡ共済くらしの活動促進奨励と併せてＪＡにおける活動支援を展開した。

　平成27年度、本会にくらしの専任担当者を設置するとともに、ＪＡにおける専

門部署の設置を促進して体制強化をすすめた。

　平成28年度では、「ＪＡグループ茨城１支店・事業所１役職員１協同活動（以下、

111協同活動）実施要領」を設置、また、「ＪＡ支店だより」発行支援によりＪＡファ

ンづくり運動を展開した。

　平成29年度、県内全ＪＡに「111協同活動」担当者が設置され、ＪＡ共済連と

連携した「ＪＡ共済くらしの活動経費助成」事業により活動の拡大が図られ、多分

野にわたる活用の展開が図れている。

（４）食農教育・地産地消

①「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール

　稲作農家が果たす多面的な役割と、ごはん食の重要性への理解促進を図るため

に次世代を担う子供達を対象に「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール

を継続的に取組み、児童・生徒の応募促進により、令和元年度は、応募者数が

12,956点（作文 6,616点、図画 6,340点）と過去最高の出展数となった。

　また、平成30年度と令和元年度には、小学生作文の部で「文部科学大臣賞」を、

令和３年度には、小学生作文の部で「内閣総理大臣賞」と中学生作文の部で「農

林水産大臣賞」を、令和４年度には、小学生作文の部で「内閣総理大臣賞」を、

さらに、中学生作文の部と小学生図画の部で「全中会長賞」を受賞した。

　なお、令和３年度より文科省で進める「学校における働き方改革」に基づき、

これまで、学校単位で行っていた第１次審査・選考をＪＡグループで対応する仕

組みとして、ＪＡ本支店「作文・図画コンクールＷＥＢ受付システム」によるアー

カイブ化導入を図った。
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「ごはん・お米とわたし」作文図画コンクール　過去10年の作品数の推移

年度 回 応募学校数 応募数
（作文）

応募数
（図画）

応募数
（合計）

H25 第38回 443 2,367 3,614 5,981

H26 第39回 434 1,854 3,182 5,036

H27 第40回 424 3,424 5,199 8,623

H28 第41回 434 3,513 5,854 9,367

H29 第42回 433 4,934 6,032 10,966

H30 第43回 400 5,503 5,757 11,260

R1 第44回 393 6,616 6,340 12,956

R2 第45回 本県はコロナの影響により中止

R3 第46回 258 4,061 3,404 7,465

②地産地消の推進と食農教育

　平成25年度、平成26年度では、県産品消費拡大及び地産地消推進のため、

「GOGO茨城パワーアップキャンペーン」をプロフットボールチーム水戸ホーリー

ホックと連携し取り組み、同企画は「フードアクションニッポンアワード」に入

賞（４年連続）することができた。

　茨城県による地産地消運動「茨城をたべよう運動」に積極的に取り組み「茨城

をたべよう収穫祭」ブース出展による県内農産物のＰＲや、平成23年度から制

作してきた食農教育サッカーマンガ「がんばれベジタブルイレブン」に代わり、

平成29年度からは、「あなたのくらしの１ピース」を活用したイメージアップを

展開した。

　令和３年度では、プロスポーツチームとのスポンサード契約を統一広報へ転換

したことを契機に、各試合会場での出店イベントなどによる県産農畜産物プロモー

ション、および、茨城ロボッツや水戸ホーリーホックアカデミーへの補食支援を

実施した。

（５）協同組合ネットいばらき

　平成25年６月10日の設立総会により、2012国際協同組合年茨城県実行委員会

および「茨城県協同組合間提携推進協議会」が掲げた目的を承継し「協同組合ネッ

トいばらき」が創設された。
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　また、平成25年度より、「茨城大学ボランティア講座」をスタートさせ、通年で

「大学生と消費生活」をテーマに15講座、下期に、「協同組合論」をテーマに15講

座を協同組合ネットいばらきの加盟団体などが講義を継続して担当してきた。

　同様に、ピースアクション（平和活動）、福島の子ども保養プロジェクト（コヨッ

ト）についても、茨城県生活協同組合連合会および、いばらきコープ生活協同組合

や生活協同組合パルシステム茨城と継続して支援を行っている。

　また、平成27年度からは、国連の国際デーの一つとなっている「国際協同組合デー」

（毎年７月第一土曜日）として制定されている７月に毎年シンポジウムや学習会を

開催し、他の協同組合職員同士の交流や取組み事例を学び、活動の促進に取り組み、

ボランティア活動についても「常総市水害ボランティアバス」に27団体から316

名が参加した。

　平成28年度では、子供の貧困対策や食育の推進、消費者と生産者交流等の各目

的に対応したキッズ・マルシェ、子ども食堂（ほぺたん食堂）、310食堂、にこに

こ食堂、食と緑の交流事業（畑の学校・田んぼの学校・きのこの学校）など、様々

な活動を会員間が連携し実施した。

　平成29年度は、協同組合に関わっている職員・組合員、さらに多くの県民に健

康づくりの目標にチャレンジ「いばらきまるごと健康づくり」を協同組合ネットい

ばらき加盟団体一斉にスタートした。

　平成30年度には、さらに、フードバンク茨城「いのちをつなごう 子ども支援プ

ロジェクト」の取組みがスタートし、令和２年度、令和３年度では、「県内大学生

への食の支援」も併せて行った。

　令和４年度は、「国際協同組合デー」設立から第100回を迎える年であり、本県

の取組みとしては、ウクライナ情勢にかかる記念講演を開催した。
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2017年 ピースアクション 2018年 茨城大学ボランティア講座

2019年 子ども支援プロジェクト 2021年 福島保養プロジェクト

2021年 県内大学生への食の支援 2022年 いばらきまるごと健康づくり

2022年 いばらきまるごと健康づくり 2022年 国際協同組合デー：ウクライナ情勢の講演
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協同組合ネットいばらき 会員名簿

１．会員 令和4年8月1日現在
No. 団体名 備考
1 茨城県学校生活協同組合
2 よつ葉生活協同組合
3 生活クラブ生活協同組合
4 鯉淵学園農業栄養専門学校
5 全国労働者共済生活協同組合連合会 茨城推進本部
6 中央労働金庫茨城県本部
7 茨城県水産加工業協同組合連合会
8 常総生活協同組合
9 茨城保健生活協同組合
10 日本労働者協同組合連合会 センター事業団 東関東事業本部
11 水戸農業協同組合
12 常陸農業協同組合
13 日立市多賀農業協同組合
14 茨城旭村農業協同組合
15 ほこた農業協同組合
16 なめがたしおさい農業協同組合
17 稲敷農業協同組合
18 茨城みなみ農業協同組合
19 水郷つくば農業協同組合
20 つくば市農業協同組合
21 つくば市谷田部農業協同組合
22 やさと農業協同組合
23 新ひたち野農業協同組合
24 北つくば農業協同組合
25 常総ひかり農業協同組合
26 茨城むつみ農業協同組合
27 岩井農業協同組合
28 茨城県農業協同組合中央会 幹事
29 茨城県信用農業協同組合連合会 幹事
30 茨城県厚生農業協同組合連合会 幹事
31 全国農業協同組合連合会茨城県本部 幹事
32 全国共済農業協同組合連合会茨城県本部 幹事
33 茨城沿海地区漁業協同組合連合会 幹事
34 茨城県森林組合連合会 幹事
35 茨城県酪農業協同組合連合会 幹事
36 茨城県畜産農業協同組合連合会 幹事
37 茨城県生活協同組合連合会 幹事
38 いばらきコープ生活協同組合 幹事
39 生活協同組合パルシステム茨城 栃木 幹事
40 茨城県労働者福祉協議会 幹事
41 共栄火災海上保険株式会社 幹事
42 茨城県消費者団体連絡会 幹事

２．委員
1 日本放送協会　水戸放送局 学識等
2 茨城新聞社 学識等
3 株式会社　茨城放送 学識等

－36－



８．教育事業の取り組み
（１）新たに取り組んだ重点研修

　教育事業では様々なテーマの研修会を開催し、ＪＡ役職員の資質向上や経営課題

の解決に取り組む⼈材の育成を行っている。

　近年、特に力を入れているのが、受講対象者を限定した選抜型研修会で、令和元

年度から「初級職層育成支援プログラム」を導入し、ＪＡ職員として必要な知識の

習得と資格取得を目指した支援を行ってきた。

　なお、ＪＡの要望を踏まえたプログラムの見直しも随時図っており、現在は「次

世代の協同組合⼈の育成」をテーマに、ＪＡグループ職員としての意識醸成と課題

解決能力の習得を重点にした内容としている。

　また、「ＪＡコア⼈材育成研修会」については、令和元年度から「全国研究発表会」

への本県代表者の派遣を始めた。全国の代表者の様々な意見やアイデアを聴くこと

ができ、参加者に新たな気づきを与える場となっている。

【全国研究発表会への茨城県代表者は次のとおり】

①令和元年度　ＪＡ常総ひかり　　磯山　栄身　氏

　・テーマ「外国⼈材とＪＡの役割」

②令和２年度　ＪＡ北つくば　　　堀江　洋延　氏

　・テーマ「産地生産力の維持発展に向けて」

③令和３年度　ＪＡ常総ひかり　　堤　　勝聡　氏

　・テーマ「ＪＡのキャンプ場経営について」

④令和４年度　ＪＡ北つくば　　　仁平　高行　氏

　・テーマ「ＪＡ北つくば業務効率化について」

　平成28年度から新規で取り組んだのが「各会合同企画研修（ＪＡ県中央会、Ｊ

Ａバンク県信連、ＪＡ全農いばらき、ＪＡ共済連茨城）」で、県ＪＡ大会決議に基

づき策定されたＪＡの３カ年計画の実践・達成を、⼈材育成の観点から支援するた

めに始まった。

　平成30年度にはＪＡ県厚生連も加わり、「コミュニケーション・マナー向上」や

「大規模店舗マネジメント」など、事業横断的テーマで実施した。

　令和２年度からは名称を「ＪＡグループ茨城共同企画研修会」に変更した上で、

「怒りのマネジメント」「アンコンシャス・バイアス」をテーマに、各会が協力した

研修を引き続き開催している。
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　研修の運営方法については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い大きく変化し

た。従来は集合型研修が基本であったが、コロナ禍以降では、オンライン型研修や

動画配信型研修を導入することで、感染拡大防止を図るとともに、受講者がより研

修に参加しやすい環境を整備した。

（２）（一財）ＪＡ茨城協同学習サービスの設立

　ＪＡグループの教育研修施設である ｢茨城県農村研修館｣ は、協同組合学習の拠

点として、ＪＡ役職員に対する教育研修や、資格取得に係わる支援を通じて⼈材育

成に努めてきた。

　さらに近年では「地域に開かれた施設」として会員以外への施設貸出も積極的に

行い、会員外利用者の増加により安定的な施設運営を目指してきた。

　このような中、農協法改正による中央会の連合会化により、当施設の会員外利用

について「員外利用規制」（会員利用額の５分の１以内）が適用されることとなり、

施設運営面において支障が生じる状況になった。

　当施設は本県ＪＡグループにおける唯一の教育学習の拠点であること、さらには

協同組合運動の価値を地域に発信する重要な拠点であることから、施設を存続し安

定経営を続けるために「員外利用規制」に抵触しない新たな運営方式を模索した。

　具体的には、令和元年８月１日に「一般財団法⼈ ＪＡ茨城協同学習サービス」

を設立し、中央会から当該法⼈へ施設運営を委託した。

　また、これまで使用してきた「茨城県農村研修館」という施設名称についても、

ＪＡグループの施設であることを端的にわかりやすくするため、財団設立と同時に

「ＪＡグループ茨城教育センター」に改名した。
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―　参　考　―

【一般財団法⼈ ＪＡ茨城協同学習サービス 定款より抜粋】

（目　的）

第３条　 当法⼈は、施設の管理運営及び施設の貸出し等を通じＪＡ役職員、組

合員、一般市民他への教育研修等の機会提供と貢献並びに協同組合組

織の発展のための諸活動により、地域社会の振興に寄与することを目

的とする。

（事　業）

第４条　当法⼈は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

１） 「ＪＡグループ茨城教育センター」施設の管理運営、貸出し及びその利

用提供

２） ＪＡグループ並びに協同組合組織等と連携した食と農に関する活動、イ

ベント開催及び啓蒙活動

３） 青少年等の健全な育成のためのスポーツ・文化活動を目的とした事業

４）ＪＡ中央会他ＪＡグループ等からの委託により行う事業

５）諸団体等と連携した地域振興に寄与する事業

６）前各号に附帯又は関連する事業

（３）地域貢献活動の取組み

①災害時の避難場所

　令和元年10月12日深夜から13日未明にかけて本県を通過した台風19号によ

る大雨および河川氾濫（越水および堤防決壊）を受け、水戸市国田地区を中心と

した那珂川（支流の藤井川等を含む）河川沿いに居住する住民約500名が、ＪＡ

グループ茨城教育センターに避難した。

　その際、延べ700食分

の炊き出しと寝室および

休憩室、浴室および研修

室の開放を行い、避難者

救済にあたった。

　この対応は、平成26

年に水戸市と締結した ｢

洪水時緊急避難所に関す

る覚書｣ に基づき受け入

れたもので、大きな混乱

「洪水時における緊急避難所に関する覚書」を手にする
高橋水戸市長（左）と加倉井会長（右）
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や避難施設としての不備を指摘される等の問題も無く、逆に他の避難場所（体育

館等）と比較して、200台余りが止められる駐車場と宿泊施設、広い休憩場所、

炊き出し支援等もあり、避難された方から大変感謝された。

　その背景には、避難所指定以後の５年間、国田地区住民との連携（イベントの

共同開催、避難訓練の受け入れ、同地区役員会等の際の施設提供等）を強化して

きたことがある。災害時には、地区役員によるスムーズな避難誘導や積極的な避

難者支援行動が大きな力となり、地域とのつながりの大切さを改めて認識する機

会となった。

【協定締結時の新聞原稿は以下のとおり】

茨城県農村研修館を水戸市指定の「洪水時における緊急避難所」に
　水戸市とＪＡ茨城県中央会は平成26年12月25日、水戸市役所で「洪水

時における緊急避難所に関する覚書」に調印しました。市が公共施設以外に

洪水時の緊急避難所を指定するのは初めてとなります。茨城県農村研修館は

高台にあり、宿泊施設や食堂、浴槽も完備しているということで災害時に安

心して避難できる施設ということで指定されました。研修棟やグラウンドも

利用すればテントの設置や緊急物資の一時保管も可能です。

　地域社会に根差すことを理念に掲げるＪＡ組織として、今後も惜しみない

協力と支援をしていきたいと思います。

＜茨城県農村研修館施設概要＞（平成26年当時）

１）施設面積・敷地　合計２１，４８６㎡、

　◦研修棟延べ１，５４７㎡、宿泊棟延べ、２，０８７㎡、食堂延べ３０６㎡、

　◦駐車場：乗用車２１５台分、グランド：１０，０００㎡

２）施設収容

　◦研修室：定員３００⼈分（机・椅子配置の場合）

　◦宿泊棟：宿泊室　６１室（和・洋室）　宿泊定員１５０⼈分

　　　　　　入　浴　２２⼈分（ボイラー）　シャワー　計２２台

　◦食　堂：定員１６０⼈分　※プロパンガス
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３）ライフライン設備状況

　◦自家発電・・・非常灯用蓄電池設備、防災用自家発電装置

　◦ガス（プロパン）、公衆電話２台

　◦保存食の具備（食料・水、その他燃料等備蓄など）

　◦井戸（定期検査済み）

②「食と農・親子ふれあいまつり」の開催

　ＪＡグループ茨城教育センター（旧茨城県農村研修館）は、平成28年度から

令和元年度まで、毎年５月に「食と農・親子ふれあいまつり」を開催してきた。

日頃支援・協力いただいている施設利用者や水戸市国田地区の地域住民が同セン

ターに集う機会を提供するとともに、地場産の農産物の直売や、食のクイズ、遊

びの場の提供を通じて食や農業の大切さを伝えることを目的に実施し、毎年多く

の来場者で賑わった。

　令和２年度以降は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、開催を見合わせている。

③ＪＡグループ茨城教育センターグラウンド整備

　食とスポーツを通じた次世代の育成と地域の活性化を図るため、「公益財団法

⼈ 茨城県サッカー協会」の協力の下に、サッカーグラウンドの整備を進めてきた。

　グラウンドの名称は「ＪＡいばらきスポーツパーク」（ＩＦＡフットボールセ

ンター）で、水戸市下国井町のＪＡグループ茨城教育センター敷地内に令和５年

１月にオープンした。

　照明設備付きの⼈工芝２面のコートは日本サッカー協会公認で、最先端の⼈工

芝はクッション性や夏場の熱さ対策など身体への負担を軽減できる。また、ＡⅠ

カメラを駆使した分析装置により、試合や練習の内容を解析できる。
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　今後はサッカーだけでなく、食の情報発信や各種交流の拠点として幅広い利用

が可能となる。

　さらにはＪＡグループ茨城教育センターの宿泊・研修施設・食堂・休憩室の利

用により、大会・合宿・指導者や審判の養成など多くの方の来場が期待されている。
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